
　

青
少
年
活
動
の
安
全
・
安
心
の
確
保

に
取
り
組
む
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る

た
め「
甲
賀
市
青
少
年
活
動
安
全
誓
い

の
つ
ど
い
」を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
、市
の
安
全
管
理
の
取
り
組

み
報
告
や
、（
財
）大
阪
府
青
少
年
活
動

財
団
の
今い

ま
い井
正ま

さ
ひ
ろ裕
氏
を
迎
え
、安
全
な

青
少
年
活
動
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
き

ま
す
。

日
時
／
7
月
31
日（
土
）

　
　
　

19
時
〜（
受
付
18
時
30
分
〜
）

場
所
／
あ
い
こ
う
か
市
民
ホ
ー
ル

内
容
／

◦�

市
の
安
全
管
理
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
◦�

講
演「
安
全
な
青
少
年
活
動
を
願
っ

て
」

講
師
／（
財
）大
阪
府
青
少
年
活
動
財
団

　
　
　

企
画
総
務
室
長　

今
井
正
裕�

氏

　

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

●
職
場
の
安
全
管
理
推
進
運●

●動

　

市
で
は
、各
職
場
の
安
全
管
理
に
つ

い
て
、今
ま
で
以
上
に
職
員
一
人
ひ
と

り
が
問
題
意
識
を
持
ち
、高
め
て
い
く

た
め
、今
年
度
よ
り「
安
全
管
理
推
進

運●
●動

」に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
運
動
で
は
、職
場
の
持
続
的
な

安
全
管
理
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、各

課
長
を
安
全
管
理
推
進
委
員
に
、ま
た
、

各
職
場（
課
）に
一
人
安
全
管
理
推
進

リ
ー
ダ
ー
を
お
き
、職
員
の
責
任
意
識

と
役
割
を
明
確
に
し
、職
場
内
の
安
全

管
理
研
修
、危
機
管
理
個
別
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
見
直
し
を
進
め
ま
す
。

　

こ
の
運
動
の
一
環
と
し
て
、7
月
を

「
安
全
管
理
推
進
運
動
強●

●
●

●

調
月
間
」と

し
、事
故
発
生
後
の
対
応
で
は
な
く
、

事
業
の
計
画
段
階
か
ら
あ
ら
ゆ
る
危
険

を
想
定
し
、日
頃
か
ら
い
か
に
事
故
を

防
止
し
安
全
確
保
を
行
う
か
を
話
し
合

い
、担
当
部
局
で
検
証
し
ま
す
。

●
青
少
年
活
動
施
設
一
斉
安
全
点
検

　

を
実
施

　

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
、楽
し
い

夏
休
み
を
過
ご
せ
る
よ
う
、市
内
の

キ
ャ
ン
プ
場
や
公
園
な
ど
の
施
設
の
一

斉
安
全
点
検
を
実
施
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
施
設
は
、
市
内
に

2
9
1
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
管
理
を
行
う

担
当
課
の
職
員
が
遊
具
の
破
損
や
施
設

の
老
朽
化
に
よ
る
危
険
箇
所
を
調
べ
、

修
理
な
ど
の
対
策
を
講
じ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

社
会
教
育
課　

青
少
年
育
成
係

☎
8
6
‐
8
0
2
2 

 

8
6
‐
8
3
8
0

「
甲
賀
市
青
少
年
活
動

　
　

 

安
全
誓
い
の
日
」

　

平
成
19
年
7
月
31
日
、市
教
育
委
員
会
が
実
施
し
ま
し
た
野
外
体
験
講
座
に
お
い
て
、市
内
の
小

学
生
お
二
人
の
尊
い
生
命
を
奪
う
重
大
な
事
故
を
起
こ
し
ま
し
た
。

　

市
お
よ
び
市
教
育
委
員
会
で
は
、こ
の
事
故
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、教
訓
と
し
な
が
ら
、子
ど
も
た

ち
の
成
長
に
と
っ
て
大
切
な
青
少
年
活
動
を
、安
全
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
を
誓
う
日
と
し
て「
甲

賀
市
青
少
年
活
動
安
全
誓
い
の
日
」と
定
め
ま
し
た
。

▲�昨年度のつどい

7月31日は

「
甲
賀
市
青
少
年
活
動
安
全

誓
い
の
つ
ど
い
」開
催

問
い
合
わ
せ

危
機
管
理
課　

危
機
管
理
対
策
係
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市
の
安
全
管
理
の
取
り
組
み
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